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トピック１ 2023年 G７栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合会場
等が公表されました 

3月 15日に G7栃木県・日光男女共同参画・女性
活躍担当大臣会合（開催時期︓６月 24～25日）
について「ザ・リッツ・カールトン日光」（栃木県日光市中
宮祠 2482）で開催されることが公表されました。併せて
本会合の更なる周知及び機運醸成を図るためロゴマーク
の作成及び特設サイトの開設を行いました。 

 
◆詳細については以下の特設サイトをご覧ください↓ 

https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_g7g8/g7_2023ministerial-
meeting.html 

 
トピック２ 「国際女性の日」に寄せて 岸田総理メッセージ、小倉大臣メッセージ 
「国際女性の日」は、国際婦人年である

1975年 3月 8日に国連で提唱され、その
後、1977年の国連総会で議決されました。 
日本では、3月 8日に、岸田総理及び小

倉男女共同参画担当大臣が、国際女性の
日に寄せてメッセージを発出しています。 
 
※３月８日は、「ミモザの日」とも呼ばれ、黄色いミモザの花がシンボルとして親しまれています。 
 
◆総理メッセージはこちら↓ 

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/discourse/20230308message.html 
◆小倉大臣メッセージはこちら↓ 

https://www.gender.go.jp/international/int_un_kaigi/int_iwd/iwd_2023.html 
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トピック３ 第 67回国連女性の地位委員会(CSW67)における小倉大臣のステートメ
ント 
第 67回国連女性の地位委員会は、令和 5年３月 6

日から 17日まで開催されました。本年の優先テーマは、「ジ
ェンダー平等と全ての女性と女児のエンパワーメントの達成の
ためのイノベーション、技術変革、デジタル時代の教育」です。 
小倉内閣府特命担当大臣（男女共同参画）が一般

討論（3/６）において、ビデオメッセージ形式でステートメン
トを述べました。 
また、同委員会の成果として、合意結論が採択されまし

た。 
ビデオメッセージは以下の内閣府男女共同参画局ホーム

ページに掲載しています。 
◆国連ホームページはこちら↓ 

http://webtv.un.org/ 
◆内閣府男女共同参画局ホームページでの掲載ページはこちら↓ 

https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_csw/chii67-g.html 
 
トピック４ 4月は、若年層の性暴力被害予防月間です。 

 
 

※ 「令和５年度 若年層の性暴力被害予防月間」のポスター等の使用をとりやめたことにより、掲
載記事を削除しました。 
 

（参考） 
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html 
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内閣府からのお知らせ 

（１）「男女共同参画社会に関する世論調査」の調査結果の公表 
  令和５年３月 14日（火）に、「男女共同参画社会に関する世論調査」（実施︓内閣府
大臣官房政府広報室、協力︓男女共同参画局）の調査結果が公表されました。 
本調査は、男女共同参画社会に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とすることを

目的としたものです。平成４年以降、定期的に調査を行っており、今回は令和元年の前回調査か
ら３年ぶりの実施となりました。 
本調査では、「男女共同参画社会に関する意識」、「家庭生活等に関する意識」、「夫婦の名

字・姓に関する意識」、「女性に対する暴力等に関する意識」、「男女共同参画社会に関する行政
への要望」の５つの調査項目について、様々な質問を行っています。 
 
◆調査結果の詳細につきましては、内閣府大臣官房政府広報室のホームページをご覧ください↓ 

https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-danjo/index.html 
 
（２）ＤＶ、性犯罪・性暴力でお悩みの方の相談窓口（再掲） 
ＤＶや性暴力の被害でお悩みの方、ひとりで悩まず、ご相談ください。 

【Cure time】https://curetime.jp/ 
【DV相談+】https://soudanplus.jp/ 

https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-danjo/index.html
https://curetime.jp/
https://soudanplus.jp/


（３）DV被害者等のワクチン接種について（再掲） 

（ワクチン接種券等の申請方法は、避難している居住地の市区町村に御確認ください。） 
 
文部科学省からのお知らせ 
『NWEC実践研究』第 13号刊行 
国立女性教育会館（NWEC）では、『NWEC実践研究』第

13号を刊行しました。 
今号のテーマは「多様な世代でともに進めるジェンダー平等」。 
多様な世代によるジェンダー平等推進の背景について論じるととも

に、会館の事業を通じた研究報告として、男女共同参画推進フォー
ラムの変遷、コロナ禍における情報事業の記録、学校における女性の
管理職登用の促進や若手女性研究者のキャリア形成を困難にする
要因について掲載しています。 
 
◆詳細はこちら↓ 

https://www.nwec.jp/about/publish/journal.html 

 
厚生労働省からのお知らせ 
（１）【就職につながるデジタル分野の求職者支援訓練を受講しませんか】 
プログラミングやWEB デザインなどを学ぶ職業訓練を無料で受講できる「求職者支援訓練」を受

講しませんか︖ 
雇用保険の適用がなかった離職者、フリーランス・自営業を廃業した方などが受講の対象です。 
一定の要件を満たす場合、生活支援の給付金（月 10万円）を受けながら、訓練を受講する

ことができます。 

https://www.nwec.jp/about/publish/journal.html


訓練のなかには、さまざまなご事情
を抱える方が、ご自宅で都合の良い
日時に受講できる「e ラーニングコー
ス」や、訓練期間や時間に配慮した
短期間・短時間のコースもあります。 
さらに、デジタル分野の資格取得の
支援や PC等の貸し出しを行うコー
スもあります。 
◆制度の詳細はこちら↓ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/ 

◆訓練コースの検索はこちら↓ 
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA150010.do?action=initDisp&screenId=GECA150010 
 

（２）働き方改革推進支援セミナーをアーカイブ配信中～「同一労働同一賃金を究め
る 2023春」～ 

厚生労働省では、中小企業事業主の皆さまの働き方改革への支援として、「同一労働同一賃
金を究める 2023春」を開催しました。基調講演では、元厚生労働省労働基準局長で現在は弁
護士の中野雅之氏に不合理な待遇差の禁止等に関して、法律と判例について講演いただきまし
た。また、パネルディスカッションでは、働き方改革推進支援センター等の支援により、同一労働同一
賃金の取り組みを進めた中小企業 2社をお招きして現場の実践事例を紹介し、取り組みを進める
中で苦労した点や取り組み方のコツをお話しいただきました。 
同一企業内での正社員（無期雇用フルタイム労働者）とパートタイム労働者・有期雇用労働

者との間の不合理な待遇差は、「パートタイム・有期雇用労働法」により禁止されています。セミナー
に参加いただいた方からは、「支援事例が具体的で参考になった」、「取り組むことの必要性や重要
性に気付かされた」などの声が寄せられました。 
このセミナーをアーカイブ配信していますので、正社員とパートタイム・有期雇用労働者間の待遇

差の見直しに取り組もうと考えている事業主の方は、ぜひご覧ください。視聴は無料です。 

 
【セミナーアーカイブ配信】 
配信ページは下記の働き方改革特設サイトに掲載しています。 
■働き方改革特設サイト（全国センターからのお知らせ） 
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/zenkoku/ 

 
【働き方改革推進支援センターを活用して働き方改革への取り組みを進めた企業の事例集】 
■働き方改革グッドプラクティス 2021 支援事例集 
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/assets/img/download/download03.pdf 

アーカイブ配信ページ・関連情報 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA150010.do?action=initDisp&screenId=GECA150010
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/zenkoku/
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/assets/img/download/download03.pdf


================================================ 
◆男女共同参画局 Facebook について 
男女共同参画局フェイスブックでは、最新の施策、関連情報を随時アップしております。是非御覧ください。 

https://www.facebook.com/danjokyodosankaku/ 
 
◆男女共同参画局 Twitter について 
男女共同参画局ツイッターでは、最新の施策、関連情報を随時アップしております。是非御覧ください。 

https://twitter.com/danjokyoku 
 
◆男女共同参画局公式 YouTube について 
男女共同参画局ユーチューブでは、最新の施策、関連情報を随時アップしております。是非御覧ください。 

https://www.youtube.com/channel/UCeJ_mPdtAojnTFXbuDnbjfQ 
 
◆内閣府男女共同参画局のホームページは、男女共同参画に関する総合的な情報提供サイトです。 
男女共同参画社会を実現するための法律、基本計画、関係予算等のほか、男女共同参画に関する政

策・活動等の情報を掲載しています。 
https://www.gender.go.jp 
 
◆男女共同参画局メールマガジンについて 
男女共同参画局メールマガジンは、隔週金曜日 17時に配信しています。 
次号は、令和５年４月７日（金）に配信する予定です。 
 
□配信中止・配信先変更は、こちらから 
 https://www.gender.go.jp/magazine/index.html 
□バックナンバーはこちらから  
 https://www.gender.go.jp/magazine/backnumber/index.html 
□このメールマガジンへの御意見・御要望はこちらから  
 https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0001.html 
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